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      資料編 
 

 

Ⅰ 計画の策定経過 

 

時   期 内 容 

令和６(2024)年８月８日 

令和６年度第１回西脇市地域福祉計画推進会議 

西脇市地域福祉計画の策定について（諮問） 

協議事項 

①西脇市地域福祉計画の進捗状況について 

②次期計画策定に向けたアンケート調査について 

令和６(2024)年８月30日～ 
令和６(2024)年９月30日 

市民アンケート調査 

（西脇市に居住する 18 歳以上の方、2,000 人） 

令和６(2024)年11月～ 
令和７(2025)年１月 

団体アンケート調査、団体ヒアリング調査 

（民生委員・児童委員、ボランティア団体、地域活動団体） 

令和７(2025)年２月21日 

令和６年度第２回西脇市地域福祉計画推進会議 
 
協議事項 

①アンケート調査結果について 

②第四次地域福祉計画の基本理念、体系・骨子について 

③西脇市重層的支援体制整備事業実施計画について 

令和７(2025)年５月29日 

令和７年度第１回西脇市地域福祉計画推進会議 
 
協議事項 

①第三次西脇市地域福祉計画の進捗状況について 

②第４次西脇市地域福祉計画の素案について 

令和７(2025)年７月29日 

令和７年度第２回西脇市地域福祉計画推進会議 
 
協議事項 

①第４次西脇市地域福祉計画の素案の協議・修正について 

令和７（2025）年10月16日 

令和７年度第３回西脇市地域福祉計画推進会議 
 
協議事項 

①第４次西脇市地域福祉計画の素案の協議・修正について 

②パブリック・コメントに向けて 

令和７（2025）年12月１日 

～令和８（2026）年１月５日 
パブリック・コメント実施 

令和８（2026）年１月27日 

令和７年度第４回西脇市地域福祉計画推進会議 
 
協議事項 

①パブリック・コメント実施結果の報告 

②西脇市地域福祉計画の策定について（答申） 
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Ⅱ 西脇市地域福祉計画推進会議条例 

平成30年３月30日条例第２号 
（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に規定する地域福祉計画（以下「計画」

という。）の策定及び円滑な推進を図るため、西脇市地域福祉計画推進会議（以下「推進会

議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。 

(１) 計画の策定及び変更に関すること。 

(２) 計画の調査、分析及び評価に関すること。 

(３) その他地域福祉に関し市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員20人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 社会福祉団体関係者 

(３) 福祉に関する事業に従事する者 

(４) 公募による市民 

(５) 関係行政機関の職員 

(６) その他市長が特に必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 推進会議に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

５ 会長及び副会長にともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、

あらかじめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。 

（会議） 

第７条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

（意見の聴取等） 

第８条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴

き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 推進会議の庶務は、福祉担当部において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。  
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Ⅲ 西脇市地域福祉計画推進会議委員名簿 

（敬称略） 

区 分 所 属 等 氏  名 

学識経験のある者 関西福祉大学社会福祉学部教授 ○ 谷口 泰司 

社会福祉団体関係者 

西脇市社会福祉協議会 会長 
～R7/6/30 牛居 義晴 

R7/6/30～ 丸山 善彦 

西脇市民生委員・児童委員連合会 会長 久米 敏正 

西脇市民生委員・児童委員連合会 主任児童委員 大橋 正子 

西脇市社会福祉法人連絡協議会 代表 伊達 惠一 

西脇市老人クラブ連合会 会長 坂本 修三 

西脇市身体障害者福祉協会 会長 𠮷田  昇 

ＮＰＯ法人西脇市手をつなぐ育成会 代表 岡野 雅代 

白ゆり会家族会 会長 高瀬 利明 

西脇市多可郡医師会 会長 ○ 河原  淳 

西脇市障害者基幹相談支援センター 
うぃーぶねっと 管理者 

藤井 志帆 

地域包括支援センター 代表 藤原 八穂 

ボランティア団体 代表 高須賀千枝 

公募委員 
林 千惠子 

柴垣美佐枝 

関係行政機関の職員 

西脇市校長会 会長 
～R7/3/31 新保 安章 

R7/4/1 ～ 脇谷 哲史 

加東健康福祉事務所  
監査･福祉課長 

～R7/3/31 小山 貴由 

R7/4/1 ～ 成德 明美 

その他特に必要と認
める者 

西脇市連合区長会 代表 ◎ 齋藤 周藏 

西脇公共職業安定所 代表 
～R7/3/31 正井 明信 

R7/4/1 ～ 中山真理子 

北播保護区西多分区 保護司会 
代表 

～R7/3/31 丸山 善彦 

R7/4/1 ～

R7/11/12 
長谷川智春 

R7/11/13～ 岸本 信子 

◎会長、○副会長  
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Ⅳ 諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

き ～ ０ ３ ７   

令和６年８月８日    

 

西脇市地域福祉計画推進会議会長  様  

 

 

西脇市長  片  山  象  三    

 

 

西脇市地域福祉計画の策定について（諮問）  

 

 

本市では、令和２年３月に第三次西脇市地域福祉計画を策定し、本

市に暮らす全ての人が、お互いにやさしさと思いやりの気持ちを持っ

て、つながり、助け合い・支え合いの輪を広げることで、安心して暮

らせる地域共生社会の実現を目指してきました。  

しかしながら、急激な人口減少や少子高齢化を背景に、多様な主体

が参画し、世代や分野を超えたつながりの中で、誰ひとり取り残され

ず、多様で複合的な課題に対応できる包括的な支援体制が求められて

います。  

価値観の多様化も進む中で、誰もが人権を尊重し合い、その人らし

く輝き、安心して共生できる地域福祉を進めていく必要があります。  

ついては、地域福祉の推進に資する次期西脇市地域福祉計画の策定

について、西脇市地域福祉計画推進会議条例の規定により、貴推進会

議の意見を求めます。  
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Ⅴ 答申 
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Ⅵ 用語解説 

【あ行】 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technologyの略称。コンピュータやインターネット等の情報通

信技術と訳される。 

 

アウトリーチ 

 様々な形で、必要としている人に必要なサービスと情報を届けること。 

 

アクセシビリティ 

高齢者、障害者などを含む全ての人が、情報、サービス、役所や病院、福祉施設などの施設に支

障なくアクセスできる状態を指す概念 

 

あんしんはーとねっと事業 

認知症高齢者等の地域における見守り体制を強化するため、地域の関係機関や民間事業所等に協

力者として登録を依頼し、日常的な見守り活動を通じて異変の早期発見につなげる「見守りネッ

トワーク機能」と、行方不明時の迅速な対応を図るため、事前に本人情報を登録し、関係機関と

共有する「ＳＯＳ利用事前登録機能」の２つで構成される事業 

 

いきいきサロン 

高齢者が元気でいきいきした生活が送れるよう、交流の場づくりとして、各町(自治会)で行われ

ている活動 

 

ＳＮＳ 

Social Networking Serviceの略称。社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービ

ス。会員数の多いものとして、フェイスブックやインスタグラムなどがある。 

 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goalsの略称。持続可能な開発目標。国際社会が採択した17の目標と

169のターゲットから構成され、誰一人取り残さない共生社会の実現へ向けた指標として、地域福

祉の施策にも反映される重要な国際目標 

 

ＮＰＯ 

Non Profit Organizationの略称。ＮＰＯは、「民間」の「非営利団体」を指す言葉として用いら

れ、ボランティア団体や市民活動団体をはじめ、社会貢献活動を行う民間非営利組織に対して使

われている。 
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【か行】 

虐待 

人権を侵害し、心や身体を傷つけるような行為。殴る、蹴るなどの暴力的な行為だけでなく、本

人の意に反する身体的拘束や性的虐待、暴言や脅迫などの心理的虐待、世話を放棄するネグレク

ト、年金などを勝手に使用する経済的虐待などがある。 

 

協働 

自治の推進のために市民及び市がそれぞれの果たすべき役割と責務を認識し、対等な立場で、協

力、連携すること。 

 

ケース検討会議 

市の担当部署と関係機関が、個別の事例（ケース）について情報を共有し、より適切な支援方針

を立てるための会議 

 

ゲートキーパー 

悩みや不安を抱える人の変化に気付き、声を掛け、必要な支援につなぐ役割を担う人を指す。特

別な資格や専門的研修を必要とせず、地域住民、職場の同僚、学校関係者、事業者など、誰もが

担い手となることができる。 

 

権利擁護 

自己の権利や援助ニーズを表明することが困難である人を、あらゆる形態の権利侵害やその可能

性から擁護するとともに、生活を送る上で必要な全ての権利を保障するという考え方やその実践 

 

コアメンバー会議 

市の担当部署と関係機関が、虐待の事実有無や緊急性の判断、初期の対応方針を決定する会議 

 

合計特殊出生率 

15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が生涯に産む子どもの人

数を推計したもの 

 

合理的配慮 

障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に

応じて行われる配慮 

 

個別避難計画 

災害対策基本法の改正（令和３年）により、市町村が避難行動要支援者ごとにその特性に応じて、

避難方法・支援者・連絡手段などを個別に定める計画 
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コミュニティ 

共同で社会生活が行われる一定の地域又は集団。中でも「地域コミュニティ」という場合は、特

に地域との結びつきが強く、人々の自主性と自らの責任において、より住みよい地域づくりを行

う住民の集団を指す。 

 

【さ行】 

災害時要援護者 

高齢者、障害のある人、難病患者、妊婦、乳幼児、日本語に不慣れな外国人などの防災対策にお

いて特に配慮を要する方 

 

在宅医療 

在宅で行う医療のこと。医師による訪問診療、看護師等による訪問看護、理学療法士等による訪

問リハビリテーション、歯科医師による訪問歯科診療等がある。 

 

在宅介護支援センター 

地域の高齢者やその家族等からの相談に応じ、必要な保健・福祉サービスが受けられるよう調整

し、在宅介護を支援する機関 

 

自主防災会 

地域住民による自発的な防災組織。地域住民相互による「共助」の精神のもとに、地震その他の

災害時に安否確認、避難誘導、救出・救助、応急救護活動、初期消火、情報の収集・伝達等、地

域の防災活動を担う。 

 

市民後見人 

弁護士等の専門職、親族以外の一般市民による成年後見人。認知症や知的障害などで判断能力が

十分でない人に親族がいない場合、家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産の管理や日常

生活における契約などを行う人 

 

社会資源 

地域に存在する公的・民間のサービス、施設、団体、人材など、住民の生活を支えるあらゆる資

源の総称 

 

社会福祉協議会 

社会福祉法に基づく社会福祉法人で、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する

者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、社会福祉を目的とする事業を行う組織。事業内

容としては、企画及び実施、調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、社会福祉に関する活動へ

の住民参加のための援助等がある。 
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社会福祉法 

社会福祉サービスの基礎をなす法律で、社会福祉の目的や理念、原理等を盛り込み、社会福祉事

業の範囲や社会福祉の基礎構造に関する規定が定められている。 

 

障害者基幹相談支援センター 

 障害のある人やその家族の相談窓口として、障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）や障

害者手帳の有無にかかわらず、相談者に必要な支援などの情報提供や助言を行うとともに、地域

における相談支援の中核的な役割を担う機関 

 

小地域ネットワーク 

自治会・町内会・民生委員・地域住民などが、日常的な見守りや支え合いを行う地域単位のネッ

トワーク 

 

自立相談支援事業 

生活に困りごとや不安を抱えている場合の地域の相談窓口で、支援員が相談を受けて、どのよう

な支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向

けた支援を行う事業 

 

生活困窮者 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低

限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者 

 

生活困窮者自立支援法 

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業

の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる法律 

 

生活支援コーディネーター 

地域の多様な主体をつなぎ、生活支援・介護予防サービスの体制整備や協働の場づくりを進める

調整役 

 

成年後見制度 

認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人が、不利益な被害を受けることがないように、

後見人・保佐人・補助人を選任することにより、法律的に支援する制度 

 

【た行】 

第三者評価 

社会福祉法人等の事業者や利用者以外の中立的な第三者機関が、事業者の提供する福祉サービス

を専門的かつ客観的な立場から総合的に評価するもので、福祉サービスを利用する方への情報提

供及び事業者のサービスの質の向上を図るため、その結果を公表している。  
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ダブルケア 

育児と介護を同時に行う必要がある状況のこと。晩婚化・晩産化の影響で子育て世代の年齢が上

昇する中、子の育児と親の介護を担うことを指すことが多いが、広義では、子だけでなく孫の育

児、親だけでなく祖父母の介護も含まれる。 

 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながる

ことで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。平成28（2016）

年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において地域共生社会の実現が盛り込ま

れており、今後の福祉改革を貫く「基本コンセプト」と位置付けられている。 

 

地域ケア会議 

市の担当部署と関係機関が、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう地域課題

を話し合う会議 

 

地域自治協議会 

「自助・共助・公助を基にした参画と協働のまちづくり」を基本に、地域を将来にわたって持続

可能なものとしていくために、地域課題はまず地域で検討し、解決のために取組を進め、地域の

様々な団体や事業者、個人などが参加し、住民の力を最大限に発揮できる組織でそれぞれの特性

を生かして連携・協働する新しい枠組みの地域自治システムのこと。 

 

地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的の下、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるよう、日常生活圏域の中で、介護、予防、医療、住まい、生活支援サービスを一体的

かつ継続的に提供する体制のこと。 

 

地域包括支援センター 

市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、３職種のチ

ームアプローチにより、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、

保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする機関 

 

中間支援事業 

行政とＮＰＯのみならず、企業とＮＰＯ、市民とＮＰＯなど多様な関係性を取り持ち、様々な活

動を支援する事業 

 

ＤＶ 

Domestic Violenceの略称。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から受ける身体

的、精神的、性的、経済的な暴力を指す。 
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【な行】 

日常生活自立支援事業 

認知症高齢者や障害のある人など、判断能力が十分でない人が地域で自立した生活を送れるよう、

福祉サービスの利用に関する情報提供、助言、手続の援助、利用料の支払等、福祉サービスの適

切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業 

 

認知症 

脳の病気や障害により認知機能が低下し、日常生活上あるいは社会生活上支障を来した状態をい

う。代表的なものとして、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前

頭側頭型認知症がある。 

 

認知症サポーター 

認知症サポーター養成講座を受講し、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、

支援する人 

 

ネットワーク 

市民個々人や集団と集団などの網状のつながりの意味。地域福祉活動は市民の誰もが幸せになる

ことを目指すものだが、その推進を図るためには市民同士をはじめ関係機関・団体などとの能動

的で活動的なネットワーク構築が欠かせない。 

 

【は行】 

８０５０問題 

引きこもりの長期化等により、本人と親が高齢化し、支援につながらないまま孤立してしまうこ

と。80代の親と50代の子で、親が要介護状態に陥ると問題が表面化することに由来する。 

 

バリアフリー 

障害のある人や高齢者などが日常生活を送る上での妨げとなる、様々な障壁（バリア）を取り除

くこと。もとは段差や仕切りの解消などを指したが、現在では、意識や各種制度などあらゆる面

において、社会参加を困難にするものを取り除くこととして用いられる。 

 

ひきこもり 

特定の病気や障害ではなく、ひきこもっている「状態」を指す言葉。厚生労働省の定義などを参

考にすると、自宅にひきこもって学校や仕事に行かずに、家族以外との親密な対人関係がない状

態が６か月以上続いている状態を指す。 

 

ＰＤＣＡサイクル 

計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（action）のプロセスを順に実施し、最後のaction

ではcheckの結果から、最初のplanの内容を見直して、次回のplanに結び付ける。この循環のプロ

セスを繰り返すことによって、継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法  
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フードドライブ 

家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている地域の生活困窮者支援団体、こども食堂、

福祉施設等に寄付する活動 

 

ボランティア 

個人の自由な意思によって金銭的対価を求めず、社会的貢献を行うこと及びそれに携わる人のこ

と。 

 

ボランティアセンター 

地区又は職場や学校においてボランティアに関する事務を行い、ボランティアの活性化を図る組

織。市町村単位で社会福祉協議会と連携して設置されることが多く、ボランティア情報の収集と

発信、ボランティアコーディネート業務、ボランティアに関する教育・研修の場、ボランティア

の情報交換の場として機能している。 

 

【ま行】 

民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員（非常勤）であり、ボ

ランティアとして地域住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助等を行っている。また、民生

委員は児童委員も兼ねることとされており、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、

子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等も行っている。 

 

【や行】 

ヤングケアラー 

本来、大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どものこと。 

 

要支援・要介護認定者 

日常生活において、介護が必要な状態の軽減や悪化の防止のために支援が必要な状態にある人（要

支援者）や、常時介護を必要とする状態にある人（要介護者）と認定された人のこと。 

 

要援護者名簿 

高齢者や障害のある人など自ら避難することが困難な避難行動要支援者について、避難の支援、

安否の確認などの避難支援等を実施するための基礎とする名簿 

 

【ら行】 

隣保館 

地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセン

ターとして、生活相談や人権課題の解決のための各種事業を総合的な実施する施設 
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老人クラブ 

老人福祉法に基づき、老人福祉を推進するために地域を基盤とした高齢者（おおむね60歳以上）

の会員制による自主的な組織。「健康・友愛・奉仕」を三大運動として掲げ、健康づくりや生きが

いづくりを目的とした活動を行うとともに、地域の諸団体と連携して、豊富な知識や経験を生か

した活動を行っている。 


